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４番 井 尻 惠 雄

５　議事日程

第１ 諸報告

第２ 会議録署名委員の指名

第３ 会期の決定

第４ 議案第51号

第５ 議案第52号

第６ 議案第53号

第７ 議案第54号

第８ 議案第55号

第９ 議案第56号

第１０ その他（行事予定）

５番 戸 髙 一 志 6番 橋 口 裕 二

事務局長 今 井 孝 洋 局長補佐 米 田 正 清 係　長 緒 方 恵 美
主　事 河　野　　　睦

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　別館３階　第５会議室

川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和７年１２月２５日（木） 開会　　午前　９時００分
閉会　　午前１０時１５分

６　会議録署名委員

７　職務のため出席した者の氏名

農地法第３条の規定による申請の許可について

農地法第５条の規定による申請の承認について
農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認について

農地法第４条の規定による申請の承認について

農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承認について

非農地証明願の承認について
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項目 発言者

あいさつ 議長

諸報告 議長

局長

報告 議長
農家相談

５番

議長

川南町農業委員会１２月定例総会

皆様、おはようございます。

それでは、１２月の定例総会を始めます。

【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長が行
います。

議長、局長。
それでは、１２月の諸報告をさせていただきます。

１０日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員は報告をお願いします。

本日、１２月定例総会であります。

以上でございます。

１７日、農地転用等審査会、第４小委員会を開催しました。

１６日、宮崎県農業会議常設審議委員会が宮崎県トラック協
会で開催され、会長が出席されました。

農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

議長、５番。
１２月１０日、午前９時より役場第３会議室で１１番委員と農家
相談を行いました。相談件数は、３件でした。
＜農家相談　報告＞

諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

総会終了後、タブレット研修会が行われますので、出席をお
願いします。また、農業後継者サポート補助金審査会が開
催されますので会長の出席をお願いします。

９日、農業者年金加入推進会議が開催されました。

内容

＜　あいさつ　＞

同日、農業者年金受給者協議会役員会が開催され、会長が
出席されました。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長
本日は、 ５番 戸髙　一志（とだか　かずし）委員

６番 橋口　裕二（はしぐち　ゆうじ）委員

会期の決定 議長

議長

会議録署名
委員指名

を指名いたします。

本日１日限りといたします。

【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、

【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

（異議なしの声）

諸報告は、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第５１号 議長 議案第５１号
３条許可

提案理由 局長

議長

議長 １号 。

１号 ９番 議長、 ９番 。
補足説明 １号

議長 １号

議長

議長

議長 １号

川南町農業委員会１２月定例総会

【日程第 ４】
「農地法第３条の規定による申請の許可について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

「農地法第３条の規定による申請の許可について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

内容

議案第５１号
議長、局長。

　本議案の許可申請件数は、３件でございます。
　申請人、該当農地及び耕作する者の農業経営状況は、別
紙記載のとおりでございます。

御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、許可することといたします。

　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、申請
案件に対する農地法第３条許可の御決定をいただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明をいただき、審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。受人と渡人は兄弟でして、受人
が姉ということです。贈与になります。場所は、下野田橋から
祝子塚に向かった右手の農地です。そこのハウスで親がイ
チゴをやっておりまして、その親がもう高齢ということで、姉が
贈与を受け、一緒にやっていくということです。農地法第3条
第2項の各号に該当しないため、許可要件の全てを満たして
いると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございませ
ん。御審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 次に、 ２号 。

２号 １６番 議長、 １６番 。
補足説明 ２号

議長 ２号

議長

議長

議長 ２号

議長 次に、 ３号 。

３号 ２番 議長、 ２番 。
補足説明 ３号

議長 ３号

については、許可することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、名貫から都農に向けて
坂を下りるとカラオケがありますが、それを海の方にまっすぐ
行ったところに豚舎がいくつかあります。その手前の田んぼ
になります。地図で見ると筆数が無数にあるのですが、受人
が一枚にして使っております。その中に今回の40㎡の農地
がありまして、相続での名義変更が済んだので受人が買うと
いうとこになった次第です。農地法第3条第2項の各号に該
当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議よろ
しくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

について補足説明いたします。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、通山小学校の道路の
反対側の運動公園の東側になります。受人と渡人は親子で
して、贈与になります。農地法第3条第2項の各号に該当し
ないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議よろしくお
願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長

議長 ３号

全員賛成と認めます。

については、許可することといたします。

御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者

議案第５２号 議長 議案第５２号
４条承認

提案理由 局長

議長

委員長報告 ９番 議長、 ９番 。

議長

議長 １号 。

１号 ３番 議長、 ３番 。
補足説明 １号

川南町農業委員会１２月定例総会

【日程第 ５】
「農地法第４条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

「農地法第４条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

内容

議長、局長。
議案第５２号

　本議案の、承認申請件数は、１件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明をいただきまして、御審議の上、御承認いただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第４小委員会の委員長報告を求めます。

第４小委員会の委員長報告を行います。
１２月１７日９時から第３会議室にて事務局の説明を受けた
後に第４小委員会で現地を確認してまいりました。１号につ
きましては、すでに農地が住宅の敷地の一部としてなってお
りましたので、始末書条件ということで判断したところです。
担当委員の補足説明をいただき、御審議をよろしくお願いし
ます。

第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号

御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。委員長報告であったように住宅
が建ち、倉庫が建ち、きれいにされておりました。平成元年
に住宅を建て替え、平成２７年に住宅に隣接する農地を売
却するときに、農地の一部が住宅敷地となっていることが発
覚したため、今回の申請となったとのことです。反省している
ようでした。申請地の農地の区分は、集団的に存在する農
地その他良好な営農条件を備えている農地、第１種農地と
判断されますが、既存の施設の拡張であり、拡張に係る部
分の敷地の面積が既存の施設の面積の2分の1を超えない
ものであるため、立地基準を満たし、かつ一般基準も満たす
ため許可相当と判断されます。始末書の提出もありますの
で、追認できると判断されます。調査しましたが、何ら疑義な
点はございません。御審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
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項目 発言者

議案第５３号 議長 議案第５３号
５条承認

提案理由 局長

議長

委員長報告 ９番 議長、 ９番 。

議長

議長 １号 。

１号 １６番 議長、 １６番 。
補足説明 １号 について補足説明いたします。

川南町農業委員会１２月定例総会

【日程第 ６】
「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

議長、局長。

内容

議案第５３号

第４小委員会の委員長報告を行います。
同じく１７日９時から第３会議室にて事務局の説明を受けた
後に現地を確認してまいりました。１号につきましては、すで
にロールが置いてありまして、始末書条件で、２号につきまし
ては、許可相当と判断しました。担当委員の補足説明を受け
て御審議ください。

第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
　本議案の承認申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第４小委員会の委員長報告を求めます。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号

議長 次に、 ２号 。

２号 ７番 議長、 ７番 。
補足説明 ２号 について補足説明いたします。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　内容は記載のとおりです。場所は、名貫の都の泉跡を都
農向けて少し行った東側に入ったところにあります。今は畑
になっていますが、もともと、渡人の家があった宅地になりま
す。長年、受人のサイロ置き場として使用していたのです
が、今回、買われるということです。申請地の農地の区分は、
集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えてい
る農地、第１種農地と判断されますが、農業用施設・農畜産
物処理加工施設・農畜産物販売施設に供する場合であるた
め、立地基準を満たし、かつ一般基準も満たすため許可相
当と判断されます。始末書の提出もありますので、追認でき
ると判断されます。調査しましたが、何ら疑義な点はございま
せん。御審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、菅原のさくらの里の下
の方になります。もともと、すごく荒れていて、渡人は売りた
いと言われていたのですが、誰も買手がいなかったので、さ
くらの里さんに話をもっていったところ、実習生の宿舎や従
業員の休憩所や会議室を兼ねたものを建てたいと思ってい
たとのことで、今回の申請に至りました。申請地の農地区分
は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の
低い農地、第２種農地と判断されます。申請地に代えて周
辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目
的を達成することができないと認められる場合であるため、
立地基準を満たし、かつ一般基準も満たすため許可相当と
判断されます。調査しましたが、何ら疑義な点はございませ
ん。御審議よろしくお願いいたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 ２号

議長

議長

議長 ２号 については、承認することといたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。
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項目 発言者

議案第５４号 議長
促進（所有権）

提案理由 局長

議長

議長 ここで ８番
　　＜ ８番

議長
す。

１号、２号 １８番 議長、 １８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし
た。御意見、御質問はございませんか。 

　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、設定
された農用地利用集積等促進計画の御承認をいただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。

　内容は記載のとおりです。場所は、番野地の丸三モーター
スから右の方に入って１００メートルくらい行った左手になりま
す。受人は渡人の農地を何年も耕作されていて、受人の農
地と隣接しています。特例事業規程の要件を満たしていると
考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。
御審議方よろしくお願いいたします。

１号、２号

１号、２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
１号、２号 について補足説明いたします。

委員の退室を求めます。
委員退室　＞

議案第５４号
「農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認につい
て」　その提案理由の説明を申し上げます。
　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。
　本案件の申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、所有権移転の内容は、別紙記載のと
おりでございます。

議長、局長。

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

【日程第 ７】 議案第５４号
「農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認につい
て」　を議題といたします。提案理由の説明を局長が行いま
す。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長

議長

議長 ここで ８番
　　＜ ８番

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

委員の入室を許可します。
委員入室　＞

全員賛成と認めます。

１号、２号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第５５号 議長
促進（中間管
理権）

提案理由 局長

議長

１号から３号 議長 の耕作者変更案件について、御意見、御質

議長

議長

議長 については、承認することといたします。

４号から１９号 議長 までの更新案件について、御意見、御質問は

議長

　申請人、該当農地、設定する利用権は、別紙記載のとおり
でございます。

ございませんか。

川南町農業委員会１２月定例総会

【日程第 ８】
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　を議題といたします。提案理由の説明を局長
が行います。

議長、局長。

「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　その提案理由の説明を申し上げます。

内容

議案第５５号

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議案第５５号

　新規案件につきましては、担当委員の補足説明をいただ
きまして、御審議の上、設定された農用地利用集積等促進
計画の御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

提案理由の説明が終わりました。

４号から１９号

問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１号から３号

１号から３号

　本案件の申請件数は、４１件でございます。

　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。

　内訳は、耕作者変更が１号から３号の３件、更新が４号から
１９号までの１６件、新規が２０号から４１号までの２２件でござ
います。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長 については、承認することといたします。

議長

議長
す。

２０号、２１号 ６番 議長、 ６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２２号、２３号 １７番 議長、 １７番
補足説明

引き続き、２０号からの新規案件について、担当委員の補足
説明を受けて審議を進めていきます。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２０号、２１号

２０号、２１号
た。御意見、御質問はございませんか。 

２０号、２１号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。

４号から１９号

２０号、２１号 については、承認することといたします。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。借手が飼料畑として活用すると
いうことであります。農地中間管理事業の推進に関する法律
第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると
考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。
御審議方よろしくお願いいたします。

２２号、２３号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２２号、２３号 について補足説明いたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２４号、２５号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

２４号、２５号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、東平下地区の本田牧
場の牛舎と公民館の間に舗装道路がずっと山の方に抜けて
おりますが、その道路を山手の方に１００メートルくらい行っ
た左側にあります。現地は、すでにブロッコリーとキャベツが
植えてあり、キャベツの方は収穫作業が始まっておりました。
この畑は３筆ありますが、１枚のコの字型になっており、貸手
に単価が高い理由を訊ねたら、借手がここは広いから
15,000円出してもいいということで、成立しているようでした。
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２
号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しま
したが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお
願いいたします。

。

　内容は記載のとおりです。借手と貸手は同じ地区になりま
す。これまで、相対で契約しておりましたが、中間管理を通し
て新規に契約するものであります。水田を作っているようで
す。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項
第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしく
お願いいたします。

２２号、２３号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

２４号、２５号
た。御意見、御質問はございませんか。 

全員賛成と認めます。

２２号、２３号 については、承認することといたします。

２４号、２５号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長

議長

議長
す。

２６号、２７号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２８号、２９号 １５番 議長、 １５番
補足説明

は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２６号、２７号 について補足説明いたします。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２４号、２５号 については、承認することといたします。

。
２８号、２９号 について補足説明いたします。

全員賛成と認めます。

２６号、２７号 については、承認することといたします。

２８号、２９号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

　内容は記載のとおりです。場所は、先ほど説明した場所の
すぐ近くなんですが、本田牧場から北の方へ300メートルくら
い行ったところの右側の畑になります。現地は、ブロッコリー
が植えられており、整地もきれいにされておりました。農地中
間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び
第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しましたが、
何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願いいた
します。

２６号、２７号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

２６号、２７号
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３０号、３１号 12番 議長、 12番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

２８号、２９号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２８号、２９号 については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、サンエフからずっと野
田まで上がった右側です。借手は牧草を作るということで考
えているそうです。農地中間管理事業の推進に関する法律
第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると
考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。
御審議方よろしくお願いいたします。

３０号、３１号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３０号、３１号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、市納のみなみ運送から
上に上がった左側の三角形のところとまだ西の方に上がっ
た右側とそれから右側に入った左側の3か所になります。農
地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号
及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願
いいたします。

については、承認することといたします。

３０号、３１号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３０号、３１号
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長
す。

３２号、３３号 １４番 議長、 １４番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長 ここで 7番
　　＜ 7番

議長
す。

３４号、３５号 １０番 議長、 １０番
補足説明

。
３２号、３３号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、日本自給飼料生産普
及センターの北東にあり、約3反ほどの畑です。耕作してお
り、植付の準備がされておりました。農地中間管理事業の推
進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を
満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はご
ざいません。御審議方よろしくお願いいたします。

３２号、３３号

３２号、３３号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３２号、３３号 については、承認することといたします。

３４号、３５号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３４号、３５号 について補足説明いたします。

委員の退室を求めます。
委員退室　＞

　内容は記載のとおりです。場所は、高森から松原に向けて
いく橋の手前の堤防沿いの田んぼになります。借手は周辺
の田で手広く米を作っているということで、貸手の田んぼも借
手に作ってもらうことになったようです。農地中間管理事業の
推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件
を満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点は
ございません。御審議方よろしくお願いいたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長 ここで 7番
　　＜ 7番

議長
す。

３６号、３７号 １８番 議長、 １８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

３４号、３５号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３４号、３５号 については、承認することといたします。

３６号、３７号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

委員の入室を許可します。
委員入室　＞

。
３６号、３７号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、国中の西側の小池から
鬼が久保に抜ける道路の用水路の本線があるちょっと下の
方になります。もともとこの畑は、養鶏場と倉庫が建っていた
場所で、以前は他の人が借りていたのですが、その借りてい
た人が、もう使わないということで、今回の契約となりました。
使用貸借になっておりますが、借手がコンクリート片の除去
や畔をついたりしていますので、最初の2年間だけが使用貸
借で、3年目からは、1反あたり1万円払うということになってい
ます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５
項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調
査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろ
しくお願いいたします。

３６号、３７号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長

議長
す。

３８号、３９号 １７番 議長、 １７番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

４０号、４１号 ３番 議長、 ３番
補足説明

３６号、３７号 については、承認することといたします。

３８号、３９号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３８号、３９号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、貸手の住宅のすぐ横で
す。県道沿いになります。貸手と借手は親子であります。農
業者年金の関係で新規に契約するということです。農地中
間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び
第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しましたが、
何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願いいた
します。

３８号、３９号
た。御意見、御質問はございませんか。 

　内容は記載のとおりです。場所は、10号線の塩付の安藤
自動車を山手の方に入っていきまして、町営住宅の隣でご
ざいまして、以前は、別の人が借りていたのですが、その借
手が規模縮小したいということで、今回の借人にお願いした
ようです。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えま
す。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議
方よろしくお願いいたします。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３８号、３９号 については、承認することといたします。

４０号、４１号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４０号、４１号 について補足説明いたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

４０号、４１号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

４０号、４１号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第５６号 議長 議案第５６号
非農地証明

提案理由 局長

議長

委員長報告 ９番 議長、 ９番 。

議長

議長 １号 。

１号 １７番 議長、 １７番 。
補足説明 １号

議案第５６号
「非農地証明願いの承認について」　その提案理由を説明
申し上げます。
本案件の申請件数は、３件でございます。
申請地の所在、地番、地目及び地積は、別紙記載のとおり
であります。

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

【日程第 ９】
「非農地証明願いの承認について」　を議題といたします。
提案理由の説明を局長が行います。

議長、局長。

調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明をいただきまして、御審議の上、御承認いただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第４小委員会の委員長報告を求めます。

第４小委員会の委員長報告を行います。
同じく１７日９時から第３会議室にて事務局の説明を受けた
後に現地を確認してまいりました。１号、2号、３号ともに、承
認できるものと判断したところです。担当委員の補足説明を
いただき、御審議をよろしくお願いします。

第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１２月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

１号

次に、 ２号 。

２号 ２番 議長、 ２番 。
補足説明 ２号

議長 ２号

議長

２号

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。

　この場所は、畑に竹が生え始めて２０年くらい前から使用
できなくなったとのことです。現在は、竹林になっており、農
地の形態ではありません。申請地は、農業振興地域整備計
画における農用地区域内ではなく、農業公共投資の対象と
なっていない生産性の低い農地であり、10年以上耕作放棄
され将来的にも農地として使用することが困難であることか
ら、農地でないと判断されます。調査しましたが、何ら疑義な
点はございません。御審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問は、ございませんか。 

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、香川ランチの善太郎屋
の反対側の鶏舎跡地が駐車場となっておりますが、その駐
車場の奥の竹やぶでございます。申請地は、農地として利
用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土
地であって、農業的利用を図るための条件整備が計画され
ていない土地であり、農地としての利用が著しく困難である
ことから、農地でないと判断されます。調査しましたが、何ら
疑義な点はございません。御審議よろしくお願いいたしま
す。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問は、ございませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。
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項目 発言者
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内容

次に、 ３号 。

３号 ７番 議長、 ７番 。
補足説明 ３号

議長 ３号

議長

３号

御意見、御質問は、ございませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。この場所は、５条の案件の土地
の上と下の土地になります。谷になっており、段差があり、現
在は山林化しております。申請地は、農地として利用するに
は、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であっ
て、農業的利用を図るための条件整備が計画されていない
土地であり、農地としての利用が著しく困難であることから、
農地でないと判断されます。調査しましたが、何ら疑義な点
はございません。御審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
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項目 発言者 内容

その他 議長 【日程第 １０】　「その他」　となっています。
何かありませんか。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について報告いたします。
所有権移転が６件、規模縮小が２件、借手の都合が１件、双
方の都合が１件、農地条件が悪いが１件の計１１件です。以
上、報告します。

議長 「合意解約」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

農用地利用集
積等促進計画

事務局 議長、事務局。
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の変
更申出」　について報告いたします。
令和７年度から賃料の支払いを行わないが１号と２号の２件
で、使用貸借から賃貸借への変更が１件です。

議長 「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の変
更申出」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「１月の行事予定」　について報告いたします。

議長 「１月の行事予定」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

事務連絡 事務局 議長、事務局。
＜川南町議会議員との意見交換会について＞
＜遊休農地調査について＞

議長 事務局より説明がありました。
御意見、御質問はございませんか。

議長 他に何かありませんか。

川南町農業委員会１２月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会１２月定例総会

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和７年１２月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。
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